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《講師からのメッセージ》

先生方はこれまで、女性スタッフを雇用

されて困ったことはありませんでしたか？最

近は、従業員の方も法律に詳しく、経営者

がどうしたらよ

いのか対応に

困る場面も増

えてきました。

今回は、年次

有給休暇や育

児休業、残業

時間など、従

業員を雇用す

る上で、先生

方が知っておくとためになる内容を、具体

的な事例をもとに、お伝えします。

当日、質疑応答の時間も設けます。労務

に関して聞いてみたいことがあれば、何で

もご質問ください。採用から退職まで、あり

きたりの法律論ではなく、すぐに使える解
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テ
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築
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主な記事

福祉医療市町村意向調査結果…2面、協同組

合ニュース…3～4面、2016年度個別指導・監

査実施状況…5面、保険かわら版/理事会便

り/2016年度決算報告…6面 

８月19日（土）に松本市駅前

会館で社保協代表者会議が開か

れ、長友薫輝三重短期大学教授

が「新たな政策展開を知る、つ

くる！～国保の都道府県単位化

をきっかけに～」と題して記念

講演を行った。講演要旨は以下

の通り。

国保への公費投入が必要

日本の医療保障は国民健康保

険のような公的医療保険による

皆保険体制と医療提供体制に

よって成り立っている。2015年
に成立した医療保険制度改革関

連法はこれらの一体的改革を図

るものである。社会保険のひと

つである医療保険は日本の社会

保障予算の９割を占めるが、社

会保険については全面的に国が

出すお金を抑えることが基本と

されているのが現在の政策の特

徴だ。

医療保険制度改革関連法の中

でも国民健康保険法の改正は国

保の都道府県単位化に直接的に

影響する。この法律は皆保険体制の

堅持を基本線としており、その点は

評価できる。しかし、皆保険体制を

堅持するためには国保への公費投入

が必要と考えられる。現在多くの自

治体で国保の運営が不安定になって

いるのは保険料の収納率低下による

ものではなく、国保への国庫負担が

減少したことが主な原因である。公

的医療費抑制策が始まった1980年代

当時と比較すると現在では国庫負担

は半減している。

県と市町村の役割変化

国保の都道府県単位化は医療費適

正（抑制）化と連動している。公的

医療費抑制策は1980年代から始

まり、現在は第２期の適正化計

画の最終年度で、来年度からは

第３期。来年度から都道府県の

役割は強化され、医療の供給体

制と保険給付・保険料収入の責

任とともに医療費抑制の役割を

担わされることになる。一方

で、市町村は、県から示された

納付金（医療費と所得の水準に

より決定）を前提に保険料率を

決定し、県へ納付金を納める。

県と市町村との共同で国保を運

営する形だ。市町村から県への

納付金は100％納付が前提とされ

ている。また、自治体に収納率

向上を競わせることで加入者へ

の徴収、滞納整理が強化される

ことが予想される。さらに、国

が自治体の医療費抑制の取り組

みを加点方式で評価し、上位の

自治体から交付金が多く配分さ

れる保険者努力支援制度のイン

センティブ導入により、市町村

では医

療費水準を

低く抑える

取り組みを

行わざるを

え な く な

る。国保運

営方針では

一般会計か

らの繰入を何年に解消するかなど重

要な点が定められるため、国保運営

協議会での今後の議論を注視された

い。

県に対するはたらきかけ強化を

国保における県の役割とともに、

今後は地域住民の県に対するはたら

きかけも重要になる。細かな話にと

どまらず、視野を大きく広げて国保

の問題をとらえていく必要がある。

保険医協会は昨年に引き続き、10
月より、待合室キャンペーンとして

「クイズで考える私たちの医療」を

実施する。締め切りは2018年１月14
日（当日消印有効）。チラシタイプ

とポケットティッシュタイプの２種

類で、医療・福祉に関する３問のク

イズに答え、ハガキ部分を切り取っ

てそのままポストに投函できる。今

回は料金受取人払いで切手の貼付は

不要。１等は床拭きロボットの

「iRobot ブラーバ」（５本）、２等

は復興支援カタログギフト（100
本）、３等はオリジナルクオカード

1,000円分（200本）、４等はオリジナ

ルキャラクタータオル（500本）。

昨年度実施された同キャンペーン

では県内から２等の当選者も。診察

室で患者さんに手渡すなど、積極的

なご活用をお願いしたい。ポケット

ティッシュは100個入り500円（送料無

料）から。チラシならびにポケット

ティッシュのご注文は保険医協会事務

局まで。 

講師の石関氏

決方法をわかりやすくお伝えいたします。

講師の長友教授

クイズチラシ（賞品）

クイズチラシ（おもて）


